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3.11 を前に、3.9 大津地裁で高浜３・４号機

再稼動禁止の仮処分決定がなされ､それを受け

翌 3.10 稼働中の３号機が運転停止（４号機は

2.29 マスコミを集めた発送電開始セレモニー

でスイッチを回した瞬間に異常警報が鳴り響き、

自業自得の原子炉停止）。「規制委審査合格⇒地

元（推進自治体）首長同意⇒再稼動」という“一

連の流れ”に初めて疑義が呈されました。これ

については皆さんも多くの情報を入手されてい

ると思われますので、ここでは言及しません（他

にも言いたいことは沢山ありますが）。 

                             

さて、3.11 大震災５周年を迎え、福島原発事

故についても様々な報道がなされていますが、

3.10 会見で安倍首相は「帰還困難区域において

も放射線量が低下している」として､今夏までに

同区域指定の一部解除等を示すと述べたとのこ

と＜3.11 朝日＞。また、「朝日新聞原発取材セ

ンター長」森北喜久馬福島総局長は､「福島への

先入観 捨ててほしい」との見出しで、「空間放

射線量が一時、数十倍になった福島市。除染と

自然減衰の効果で５倍弱まで下がった。いわき

市や会津若松市は震災前の１．５倍程度。世界

を見渡せば自然放射線量がこうした地点より高

い地域もある。」として、食品も含めて「データ

を見てから判断して欲しい。」とのこと＜3.12

朝日＞。 

除染しなくても時間が経てば自然減衰で「線

量が低下する」のは当然です。‘世界には高線量

地域もあるから、原発由来の放射能や被ばくは

心配するな’というのが事故前からの原子力ム

ラの“説明”でしたが、今は事故後の高線量で

も大丈夫と、国・東電（＋マスコミ？）の「区

域指定解除・帰還促進・補償打切り」に“再利

用”されているようです。問題は、以前の自然

放射線量（1.0 倍＝100％）の数倍～数十・数百

倍もの汚染がもたらされたことで、汚染後を基

準に「減少」を強調し、しかも今後は減衰が緩

慢になることを考えれば､今ここまで減った（だ

から今後も…）と安心感を撒き散らすのは不適

切です。（汚染を前提に被曝線量限度を「年 1mSv

から 20 mSv」へ引上げたのも不当です。） 

以下、具体的に“データを見る”と【表は、

事故初期の放出量（Bq）がセシウム１３７（半

減期約３０年）：セシウム１３４（同約２年）＝

１：１、土壌汚染 ( ＭBq/㎡) から空間線量 ( μ

Sv/h) への変換係数はセシウム１３７：0.0779 

( μSv/h)/( ＭBq/㎡)  ､セシウム１３４：0.2110 

( 同) を用いて計算したもの】、福島市が現在５倍

（計５００％＝４００％増し：表の「減衰・空

間」３８％の約１０倍）ということから、除染

なしとすれば事故直後は１０００％増し＝自然

放射線量の１１倍（＊実際は数十倍だったとの

ことなので、その分は除染の効果）で、今後は 
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2011 0  100% 100% 

2012 1  84% 78% 

2013 2  73% 63% 

2014 3  65% 52% 

2015 4  59% 44% 

2016 5  54% 38% 

2017 6  50% 33% 

2018 7  47% 30% 

2019 8  45% 27% 

2020 9  43% 25% 

2021 10  41% 24% 

2026 15  36% 20% 

2031 20  32% 17% 

2036 25  28% 15% 

2041 30  25% 14% 

2046 35  22% 12% 

2051 40  20% 11% 

2056 45  18% 10% 

2061 50  16% 9% 

2071 60  13% 7% 

2081 70  10% 5% 

2091 80  8% 4% 

2101 90  6% 3% 

2111 100  5% 3% 
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（積極的除染なしで）自然減衰だけだとすれ

ば、これから５年後の事故１０周年で２４０％

増しの３．４倍、２０周年で１７０％増しの２．

７倍、４０周年で１１０％増しの２．１倍､１０

０周年でもなお３０％増しの１．３倍というよ

うに、なかなか‘元には戻らない’ことが分か

ります。いわき市や会津若松市でも､現在が震災

前の約１．５倍（５０％増し：表の値３８％の

約１．３倍）なら、事故１０周年で１．３倍、

事故２０周年で１．２倍、１００周年でなお４％

増し（１．０４倍）です。ちなみに、女川原発

周辺の宮城県モニタリングでは、ＮａＩ線量率

で（事故後の増加分を考慮した）平均値・最頻

値の約２割増しを「調査レベル」として異常確

認の第一段階に設定していますが、そのような

一般的には“異常を疑わせるレベルの線量”が､

福島市では今から９５年を過ぎても、いわき市

などでもまだ１５年程度は‘毎日続く’という

のが、データの示す現実です。 

データを見てどう判断するかはまさに「個人

の心の問題」＜3.12 朝日＞で、そのための客観

的データの提供が国・自治体（やマスコミ）に

は求められているのであって、恣意的なデー

タ・情報の提供や一方的解釈・安全宣伝の押付

けこそ「捨ててほしい」＜同＞ものです。そし

て、“減衰データを見る”までもなく、事故が無

ければ何年先でも「０％増し」だったという“事

実”＝基準を忘れてはいけないと思います。 

＜2016.3.13 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 
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2.26 朝日に次の記事が載っていました。「中

国内陸部の貴州省で、世界最大級の電波望遠鏡

（口径 500ﾒｰﾄﾙ）が稼働するのを前に、約１万

人が立ち退きを迫られることになった」。その望

遠鏡で「地球外生命体の発見などで成果が期待

されている」一方、立ち退きを迫られているの

は周囲約５km 圏内に住む少数民族のようです。

補償金（一人約 21 万円）のほか「経済的に困っ

ている少数民族への上乗せなどもある」とのこ

と（＊『理科年表 2015』では、単一アンテナ電

波望遠鏡で 500m超は２基だけ）。 

電波のノイズ（雑信号）を抑えるため、口径

の 10 倍の圏内に電化製品・携帯等を使用する人

間の立入りを制限するのは“科学的に当然”で

すが、普通に考えれば、そのために人間の居住

していない土地をまず探すべきで、「適地」が無

ければ断念するのは当たり前です。中国の少数

民族政策や人権問題をさておいても、望遠鏡建

設のため住民に移住を強いることに、（将来望遠

鏡を利用する）科学者たちは何とも思わないの

でしょうか。「科学の進歩のため（実際には研究

者の名誉・研究費獲得＋国威発揚のため？）に

はやむを得ない」と考えるのでしょうか。少数

民族（地球内生命体）は多数“発見”されてい

るから、もはや目を向けなくていいというので

しょうか。 

 

また、先日（２月中）のＴＶ番組でも、ハワ

イ・マウナケア山頂域に日本が計画している天

文台が、これ以上は増やさないという約束に反

した「聖地」への建設ということで、地元住民

から反対に遭っていることが紹介されていまし

た。「科学の進歩」は決して“傍若無人”な行為

に対する『免罪符』ではありません。もしも真

摯な（お金をチラつかせない＝利益誘導しない）

話し合いで解決できないのであれば、「適地」が

見つからなかったということで、建設を諦める

のが科学者としての公正な態度ではないでしょ

うか（この問題は、まだ結論は出ていないと思

いますが）。 

 

原発再稼動も然り。都会には「安い電気」、地

元には「経済振興・雇用確保」など、相変わら

ず様々な利益誘導（実際には電力会社の利益）

ばかりですが、福島原発事故で明らかになった

ように、実際には 10 数万人もの住民が強制移

住・自主避難を強いられ、250km圏内の首都圏

3000万人が移住・避難する事態に至った可能性

もあるのが原発事故ですから、“最低”の中国・

望遠鏡方式で、50kmまたは 250km圏内住民を立

ち退かせた上で（避難計画では不十分！）再稼

動すべきです。強制移住を実施できないなら、

原発の「適地」はないということで、再稼動は

諦めるべきです。 

 

「ひとつの橋の建設がもしそこに働く人びと

の意識を豊かにしないものならば、橋は建設さ

れぬがよい…。橋は、空から降って湧くもので
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あってはならない、…押し付けられるものであ

ってはならない。そうではなくて、市民の筋肉

と頭脳とから生まれるべきものだ。…市民は橋

をわがものにせねばならない。」＜フランツ・フ

ァノン著作集３「地に呪われたる者」pp.113- 114、

みすず書房 1969＞。 

＜2016.2.28 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 
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まず、昨年（2015）12.12「風の会公開学習会 vol.7 」で女川２号機原子炉建屋ひび割れについて

お話しした一部を訂正させていただきます。 

前号『鳴り砂』巻頭文作成時に舘脇さんより指摘を受け、見直したところ、中越沖地震の際の柏

崎刈羽原発における東電の「ひび割れ幅の評価基準値 1.0mm」が東北電力の半分と説明しましたが、

「構造上問題となるせん断変形角（歪み）の評価基準値 2.0（×10－３）」と混同した筆者のミスで、

東北電力も同じ「1.0mm」を採用しています＜下表：2011.9.29 保安院「建築物・構造１－３－２」

16 頁など＞。ご参加の方、資料ご覧の方、すみませんでした。 

 

 

 

 

 

その反省として、上表資料を含め、改めて建屋ひび割れ報告を見直してみたところ、2011.11.17

保安院「建築物・構造４－３－１」や 2012.1.20「建築物・構造６－３－２」に、女川の原子炉建

屋解析で、せん断変形角（歪み）の評価基準値 2.0（×10－３）に対し、3.11 地震では「２号機：0.63、

３号機：0.95」、4.7 余震では「２号機：0.62、３号機：0.65」の最大値（いずれもＮＳ方向）が示

されていました（次頁：出典は後者「6- 3- 2」。なお、2011.9.29 保安院「建築物・構造１－４－２」

にも１～３号機の値がありましたが、２・３号機の数値はいずれも上記より小さい値で、その後に

見直されたようです。ちなみに１号機は「3.11 地震：0.36、4.7 余震：0.37」でした）。 
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2012.1.20 解析結果では、２・３号機とも評価基準値 2.0（×10－３）を下回っており、「構造上問

題となるせん断歪み」が発生した可能性は小さいということになりますが、2011.10.28 保安院現場

調査報告では、２号機タービン建屋（耐震Ｂクラス）の「亀裂」（東北電力は定期報告で「ひび割れ」

と表現してきましたが）に貫通の懸念が表明されたほか、１号機原子炉建屋（R/B：耐震Ｓクラス！）

オペレーションフロア（最上階）にも貫通を疑わせるひび割れが生じたことが明らかになっていま

す。前者は昨年７月末までに「復旧」と報告されていますが、生じた「亀裂」の実態・詳細は全く

明らかになっていません。また、後者は全く不明です（と言い切る自信がなくなりつつありますが

…）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、ナント！2012.3.26「建築物・構造９－２」別紙３には、（上記学習会で筆者が「非公開」

を強調した）女川２原子炉建屋のひび割れの調査結果（途中経過）が、東電の柏崎刈羽と同様、“き

ちんと”図示されていました＜下図は 31 頁＞！（幸い？その時点までは 1.0mm以上のひび割れは見

つかっていないようですが。） 東北電力には大変失礼をいたしました。きっと「途中経過」＝検査

未了だから、（筆者が見つけられる程度の）一般への公表・不完全情報の提供は“差し控えていた”

のでしょう。 
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でも、それから１年８ヶ月も経った 2014.11.11 第１回宮城県検討会で「地震後の設備健全性確認

の状況」を説明した際も“まだ点検中”で＜下図：資料４の 16 頁、矢印筆者＞（その後すぐに点検

終了予定のように見えますが、模式図だから時間はデタラメ？）、さらに２年８ヶ月経過した

2015.11.18 第８回検討会までに「ひび割れ点検」の最終報告はありませんので、未だに「途中」な

のでしょう。さすがは東北電力、実に徹底した点検を行なっているに違いありません。（それとも何

か問題が発見されて、‘点検を終了できない’もしくは‘結果を報告できない’のでしょうか。） 

 

 

いずれにしても、原子炉建屋の「健全性確認」が地震後 5 年を迎える 2016年 1 月現在でも未了（＊）

なのに、2013.12.27 に『再稼動申請』したのは、そもそもおかしいのではないでしょうか。そのよ

うな“見切り発車・再稼動ありき”の東北電力の安全性軽視の姿勢を、検討会では徹底的に追及・

問題視してもらいたいと思います。 

（＊筆者の誤解で、ひび割れの最終調査結果が既に公表されているようでしたら、どなたかお教

え下さい。その時は、再び‘東北電力さん、ゴメンナサイ’です。） 

＜2016.1.30 記 仙台原子力問題研究グループＩ＞ 
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別稿で、原子炉建屋関連の 3.11 地震によるダ

メージ（の蓄積）の一端を述べましたが、東北

電力の公開情報ではなかなか全貌は明らかにな

っていません（筆者の探し方が不十分？…ご存

知の方はお教え下さい）。代わりに、2005.8.16

宮城県沖地震の資料を見直してみたところ、女

川２ではありませんが、参考になりそうな女川

１の報告が見つかりました＜総合資源エネルギ

ー調査会 原子力安全・保安部会 耐震・構造

設計小委員会（第６回）資料６－２ 原子力安

全基盤機構 2006.7.5 中間報告＞。 

注目すべきは、2005地震の『許容値』（ⅢAＳ：

Ｓｄに対する弾性設計限度。左側グラフの「赤

ライン」）を、580ガル想定の「安全確認地震動」

（許容値はⅣAＳ：Ｓｓに対する塑性変形限度。

右側グラフの「赤ライン」）の右側グラフの『解

析値』（「緑の柱」はＪＳＥＮ：原子力安全基盤

機構の解析値、「白の柱」は東北電力の解析値）

が超えている配管についてです＜青矢印で比較

＞。例えば、原子炉再循環系配管の発生応力（数

値は筆者の目測）は、両解析値とも 300以上で、

ⅢAＳ許容値の 280 を上回っています。同様に、

高圧注水系配管でも、両解析値（300，270）と

も許容値 190を大きく超えています。 

3.11 地震（636ガル）や 4.7 余震（554ガル）

が「安全確認地震動」と同等あるいはそれ以上

の強さだったことに鑑みれば、右側グラフの『解

析値』を「3.11 地震や 4.7 余震で受けた機器・

配管のダメージ（の控え目評価）」と考えること

ができ、左側グラフの『許容値（赤ライン）』を

上回っている配管は、田中三彦さんなどが懸念

していたように、‘弾性範囲を超えて塑性域に移

行した’と見做すことができるものと思われま

す。 

上記の筆者の考え方が誤っていなければ、2

つ目のグラフの４つの配管（原子炉補機冷却水

系配管、制御棒駆動水圧系配管、復水給水系配

管、ほう酸水注入系配管）も含め、かなり多く

の主要な配管が重大なダメージを被った可能性

があると推測されますので、東北電力は女川原

発の１～３号機の配管全てについて、3.11 地震

や 4.7 余震でどの程度のダメージ（の蓄積）が

あったのかを詳細に明らかにする必要があると

思います。また、塑性域に移行した配管をその

まま使用し続けることは許されないと思います。 

県検討会の委員はそのようなダメージ（の蓄 
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積）を非常に懸念していますので、これから本

腰を入れて“専門家の目”で徹底的に検証して

もらいたいと思います。 ＜2016.3.5 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

ặ′ԍ  
 

【１月】 

18日（月） みやぎアクション等12団体、「渡辺

敦雄意見書」に対する見解を求める要望書を、

県原子力安全対策課長と「宮城県女川原発２

号機の安全性に関する検討会」座長宛に提出。 

  県防災会議幹事会、県地域防災計画（原子

力災害対策）の修正案を了承。 

  仙台市、ゴミ焼却施設で発生した余熱によ

る自家発電で、2014年度に、新電力2社に売却

した余剰電力が過去最多の約11億円分になっ

たことを、市議会環境・エネルギー政策調査

特別委員会に報告。 

19日（火） 「H27年度第1回環境放射能監視検

討会」（エスポワールみやぎ3階大会議室）。

2名傍聴。 

20 日（水） 県、補獲したイノシシから丸森町

羽出庭で 250㏃/ ㎏、加美町北川内南屋敷で

200㏃/ ㎏、ツキノワグマから加美町宮崎寒風

沢十二番で 120㏃/ ㎏の放射性セシウムを検

出したと発表。 

21 日（木） 「脱原発をめざす県議の会」（佐々

木功悦会長）、初の学習会。講師後藤政志さん。

県庁議会棟 1 階第一応接室。メンバー20 人全

員と市民 5 名、県原対課 2 名参加。 

23日（土） 県原対課、「放射線・放射能に関す

るセミナー」を県庁1階みやぎ広報室で開催。 

24日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第

24回甲状腺エコー検査」in 白石（白石市「ふ

れあいプラザ」）。検診医寺澤政彦医師（てら

さわ小児科）。55人が受診。 

第7回シンポジウム実行委会議、仙台市市民

活動サポートセンター研修室３。14名参加。 

27日（水） 東松島市、原子力防災研修会。東

北電力の担当者が説明。市職員、市議ら約40

人が出席。年度内に女川原発と30㌔圏5市町を

結ぶ専用回線設置が明らかに。 

県、補獲したイノシシから角田市島田日向

で 370㏃/ ㎏、丸森町耕野東一本松で 460㏃/

㎏、大河原町大谷碑田前で 100㏃/ ㎏、大和町

吉田若畑で 360㏃/ ㎏、丸森町耕野茗茄二番で

250㏃/ ㎏、栗原市栗駒稲屋敷玉貫で 210㏃/

㎏、190㏃/ ㎏の放射性セシウムを検出したと

発表。 

28日（木） 石巻魚市場、放射性物質検査結果

を公開するウエブサイトの運用を開始。 

31日（日） すべての原発いますぐなくそう！

全国会議（NAZEN）・みやぎ、「内部被曝・低線

量被曝とたたかう～ふくしま共同診療所報告
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会」杉井吉彦さん（医師）、仙台市黒松市民セ

ンター第2研修室。 

【２月】 

1 日（月） 「セシウムと少女」（才谷遼監督）

上映、仙台市桜井薬局セントラルホール。12

日まで。 

2 日（火） 「第 136 回女川原子力発電所環境

調査測定技術会」（パレス宮城野 2 階はぎの

間）。2 名傍聴。 

3 日（水） 東北電力、第 6 回「原子力のあり

方に関する有識者会議」を開催。 

4 日（木） 県防災会議、県地域防災計画（原

子力災害対策）の修正案を正式決定。 

5 日（金） 気仙沼市、リニューアブル・ジャ

パン（東京）と、本吉町漆原・泉沢両地区に

大規模太陽光発電施設（メガソーラー）を建

設する立地協定を締結。出力計 4 万 4400㌗、

2018年稼働予定。 

  阿部秀保東松島市長、定例記者会見で、2016

年度に地域新電力事業に参入する方針を表明。 

6 日（土） NPO きらきら発電・市民共同発電

所、学習会「『電力小売り自由化』で社会がど

う変わる…？」、浦井彰さん（エネシフみやぎ

代表）、つばさ薬局長町店３階会議室。 

  仙台エネルギー環境教育研究会（代表永井

一也館小校長）、高レベル放射性廃棄物の処分

に関する研修会を原子力発電環境整備機構

（ＮＵＭＯ）が協力、泉区館小で開催。教員

ら 20 人が参加。 

7 日（日） 「みやぎ脱原発・風の会 2016 会

員のつどい」青葉区中央市民センター第 4 会

議室、2016 年の「風の会」運動方針と参加者

の意見交換など。19 名参加。 

9 日（火） 3.27 パレード第一回実行委、サポ

ートセンター研修室２。 

10 日（水） 東北電力、県・女川町・石巻市な

らびに登米市・東松島市・涌谷町・美里町・

南三陸町に１月分の女川原発の点検状況報告。 

13 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原

ネットワ‐ク、「首相官邸の前で」（企画・製

作・監督・英語字幕：小熊英二 撮影・編集：

石崎俊一）上映会＆フリートーク、栗原市市

民活動支援センター。 

16 日（火） 宮城県保険医協会公害環境対策部、

公開講座「福島原発告訴の現状とこれから」

武藤類子氏（福島原発告訴団団長）、保険医協

会研修ルーム。約 30 名参加。 

17日（水） 女性ネットみやぎ、一番町仙台フ

ォーラス前で街頭宣伝と「女川原発再稼働

STOP署名」行動。 

18 日（木） 3.27 パレード第 2 回実行委、サポ

ートセンター研修室。 

19日（金） 「第136回女川原子力発電所環境保

全監視協議会」（江陽グランドホテル4階銀河

の間）。「H27年度第2回環境放射能監視検討会」

（同ホテル4階真珠の間）。1名傍聴。 

20 日（土） 核戦争を防止する宮城医師・歯科

医師の会、公開講演会「原発事故後の福島復

興への現状と課題～市民的合意形成に向け

て」今野順夫氏（福島大学名誉教授）、保険医

協会研修室。 

21日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第

25回甲状腺エコー検査」川崎町「川内北川コ

ミュニティーセンター」。53人が受診 

23 日（火） 県、補獲したイノシシから栗原市

栗駒稲屋敷天王山で 110㏃/ ㎏、白石市大鷹沢

三沢中ノ内で 920㏃/ ㎏、大和町宮床駒入で

190㏃/ ㎏、角田市小田北沢で 290㏃/ ㎏、亘

理町逢隅上郡堤ノ内で 120㏃/ ㎏、ニホンジカ

から気仙沼市塚沢で 150㏃/ ㎏の放射性セシ

ウムを検出したと発表。 

28日（日） 第8回シンポジウム実行委会議、仙

台市生涯学習センター創作室2。 

【３月】 

3 日（木） 県、県議会環境生活農林水産分科

会で、女川原発検討会の設置期限延長を示唆。 

4 日（金） 原子力規制委員会、女川原発２号

機の新規制基準の適合性審査 68 回目会合を

原子力規制庁で開催。基準地震動について、

東日本大震災と同じ「プレート間地震」に対

する地震動を追加評価した結果、従来設定の

Ss- 1（640 ガル）を上回る 717 ガルになった

と東北電力が報告。この地震動は、Ss- 2（1000

ガル）を一部の周期帯で上回ることも公表。 

7 日（月） 経済産業省資源エネルギー庁、「日

本のエネルギーを考える～核燃料サイクル施

設の立地地域と電力消費地域の対話～」フォ

ーラム in 仙台を開催。北村正晴氏（東北大学

名誉教授）が講演。フォレスト仙台、約 90

人が出席。 

  栗原市、第 6 回環境放射線等対策くりはら

市民会議で、山林などを除く市内の生活圏の

除染を、2017年 3 月までに完了させることを

確認。 

  宮城県北と岩手県南の有機米農家でつくる

無農薬生産組合（登米市）、東電に損害賠償を

求め、原子力損害賠償紛争解決センター（Ａ

ＤＲ）に和解の仲介を申し立て。みやぎ原発

損害賠償弁護団を通じたＡＤＲ申し立ては、

事故後 5 年間で 89 件、内 52 件が和解。 

8 日（火） 3.27 パレード第 3 回実行委、サポ



9 

ートセンター研修室。 

10 日（木） 規制委適合性審査 69 回目会合。

東北電力は、敷地から半径 30 ㌔圏内の陸域の

断層や変動地形 4 ヶ所が活断層ではない、海

域にある断層 12 本については、海上音波探査

の結果を基に震源と考慮すべき断層ではない

と主張。規制委からは、データの拡充や詳細

な説明を求める意見。 

東北電力、県・女川町・石巻市ならびに登

米市・東松島市・涌谷町・美里町・南三陸町

に 2 月分の女川原発の点検状況報告。水中カ

メラの外観点検で 2 号機の新燃料集合体 2 体

の上部タイプレートや第 6 スペーサに 3 個の

異物の付着を発見したと発表。 

11 日（金） 「被災地から原発とエネルギーを

考える 3･11 メモリアルアクション」20 時か

ら 21 時、呼びかけ団体 脱原発仙台市民会議

／ＮＰＯきらきら発電・市民共同発電所。 

環境省、県内全域の河川や湖沼、沿岸計 76

地点で 10～12 月に実施した放射性物質モニ

タリング結果を公表。水質は全地点で検出下

限値（１㏃/ ㍑）以下。河川、湖沼の底では、

仙台市・天沼の沼出口で 4490 ㏃/ ㎏。河川や

湖沼周辺の土壌の放射性セシウム濃度が高か

ったのは、角田市・東根橋 3890㏃/ ㎏。河川、

湖沼周辺の空間放射線量は、0.04～0.21μ㏜/

ｈ。 

12 日（土） 「女川原発ＵＰＺ住民の会」設立

総会、登米市みやぎ生協加賀野店 2 階集会室

で開催。住民約 100 名参加。代表に「女川原

発再稼働ストップの会」（美里町）の勝又治子

さんが就任。安全協定の見直しを掲げ、原発

のない社会を目指す方針を確認。「原発問題を

考える登米市民の会」、涌谷町の「女川原発の

再稼働に反対する会」、南三陸町の住民有志と

「女川原発の再稼働に反対する東松島市民の

会」が参加。 

宮城県保険医協会、「日本と原発 4 年後」上

映会、せんだいメディアテーク。 

13 日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第

26 回甲状腺エコー検査」柴田町「ふるさと文

化伝承館」69 人が受診。 

15日（火） 「県議の会」第2回学習会、河合弘

之氏を招き、「日本と原発 4年後」を鑑賞。 

3.27 パレード第 4 回実行委、サポートセン

ター研修室。 

16日（水） 女性ネットみやぎと住民運動連絡

センター、平和ビル前で街頭宣伝と「女川原

発再稼働STOP署名」行動。 

県、補獲したイノシシから村田町小泉天ケ

沢で 3800㏃/ ㎏、白石市小原明戸で 120㏃/

㎏の放射性セシウムを検出したと発表。 

19日（土） 第9回シンポジウム実行委会議、エ

ルパーク仙台セミナー室。 

県と女川町、女川原発近隣の小屋取、塚浜

両地区住民らに、安定ヨウ素剤の事前配布に

関する説明会を開催。約 40 人参加。 

（空） 
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https://twitter.com/miyagi_no_nuke  

http://twipla.jp/events/27716  

主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西） 

e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com 

 

【１月】 

22 日（金） 第 164 回「金曜デモ」、勾当台公

園野外音楽堂から、寒波到来、とっても寒い

中、40 名の市民が参加。 

31 日（日） 第 165 回「日曜デモ」、勾当台公

園野外音楽堂から、日差しがあるけれども真

冬の寒い仙台で高浜原発再稼働するなと声を

あげ、35 名の市民が参加。 

【２月】 

5 日（金） 第 166 回「金曜デモ」、2 月にして

は穏やかな日、勾当台公園野外音楽堂から、

原発再稼働反対を掲げて賑わう仙台市繁華街

を、55 名の市民が参加。 

12 日（金） 第 167 回「金曜デモ」、勾当台公

園野外音楽堂から 55 名の市民が参加。 

19 日（金） 第 168 回「金曜デモ」、勾当台公

園野外音楽堂から、少し寒さの緩んだ仙台の

繁華街を再稼働反対を訴えて、45 名の市民＋

犬１匹が参加。 

26 日（金） 第 169 回「金曜デモ」、勾当台公

園野外音楽堂から、寒の戻りの寒い中、高浜

原発再稼働反対を強く訴えて 50 名の市民が

参加。 

【３月】 

4 日（金） 第 170 回「金曜デモ」、勾当台公園

野外音楽堂から 50 名の市民が参加。 

11日（金） 第171回「金曜デモ」、錦町公園か

ら90名の市民＋犬一匹が参加。5年前と同じく

寒い風の中、津波と原発事故に関連して亡く

なった方を悼みながら、サイレントデモ。 

●本日の脱原発金曜デモは、演劇仲間木村さ

https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
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んが福島の詩人和合 亮一さんの詩を朗読。脱

原発犬「チョモランマ」の親？シャンソン歌

手、幸喜さんが「流される涙」をアカペラで

歌ってくれました。詩の朗読の途中であの日

のように冷たい雪が落ちてきて あの日がフ

ラッシュバック……いつもの倍、100名近い

参加者は黙祷した後、冷たい冬空の下、ミニ

ローソクの明かりを手に、静かにサイレント

デモを行いました。デモ後は有志が集会場所

の公園に戻り3.11の明かりを囲み、あの日の

こと、今の思いなどを語り合いました。（葛西） 

18日（金） 第172回「金曜デモ」、勾当台公園

野外音楽堂から45名の市民が参加。 

 

◆（塩釜地域）塩釜脱原発デモ・毎週金曜17時

半集合・下馬駅裏宮城民医連事業協前17時45分

デモ出発 

◆（旧古川地域）脱原発大崎demo金曜行動・毎

週金曜17時半集合・あさひ中央公園 

◆（仙台長町地域）第3水曜日12時半～13時半 

原発も戦争も NO！たいはくアクション：仙台・

長町・蛸薬師境内集合後デモ行進17時半 

◆（岩沼市）原発ゼロ岩沼歩き隊 毎月第 3 金曜  

 

 

ὑ∕ ыѝḹ  

Ҳ  
【１月】 

16 日（土） 環境省、「集約せずに分散保管を

継続する方針を固めた事実はない」などとす

る文書を発表。 

18 日（月） 村井知事、定例記者会見で、分散

保管容認論をけん制。 

19 日（火） 丸川珠代環境相、閣議後の記者会

見で集約断念報道を否定。ただ、茨城県に関

しては分散保管を容認する可能性を否定しな

かった。 

【２月】 

4 日（木） 環境省と茨城県・14 市町、水戸市

で会議を開催、分散保管を続けることで合意。 

17 日（水） 井上環境副大臣、村井知事に、県

内 39 カ所で一時保管中の 3404㌧の放射性濃

度を再測定した結果、国の基準値（8000 ㏃/

㎏超）を上回る廃棄物が 3 分の１以下の 1090

㌧に減ったこと、また、集約管理する従来の

方針を堅持することも報告。 

18 日（木） 環境省、2018年には国の基準を超

す量が全体の７％に当たる約 250㌧まで減少

するとした専門家の試算を公表。 

19 日（金） 環境省、減衰しても施設の必要面

積は変わらないと表明。 

22 日（月） 村井知事、定例記者会見で、処分

場不要論は「拙速」と述べた。 

25 日（木） 環境省、10 年後の 2026年には国

の基準を超す量が全体の 6％に当たる約 194

㌧まで減少すると発表。 

【３月】 

2 日（水） 猪股加美町長、定例記者会見で、

「処分場を造る必要はなくなった」と強調、

「未来永劫一時保管を続けるのではなく、特

措法と基本方針を見直し、最終的には東京電

力敷地内で処理すべき」と述べた。 

3 日（木） 県、9 回目の市町村長会議を 19 日

に仙台市内で開催することを、35 市町村に伝

達。 

5 日（土） 丸川珠代環境相、10 月の大臣就任

後初めて宮城県を訪問。村井知事と菊地岩沼

市長の案内で、廃棄物が一時保管されている

岩沼市玉崎浄水場を視察。 

7 日（月） 村井知事、定例記者会見で、県主

催の市町村会議では「集約処理の是非はテー

マにしない」との見解を述べた。 

8 日（火） 大崎市議会、「福島原発事故による

放射性汚染物質の安全な管理を求める決議」

案を全会一致で可決。市内の環境保護 4 団体

が提出した汚染物質の安全な保管を求める請

願を採択。 

16 日（水） 「最終処分場候補地の白紙撤回を

求める栗原市民団体連絡会」、栗原市に「住民

の被ばく防止と汚染拡散の安全対策を国や県

に要請するよう求める」要望書を提出。 

19 日（土） 県主催の市町村長会議、井上環境

副大臣の説明の後、環境省側が退席し、非公

開で議論。村井知事、3 候補地返上と現地調

査自粛を環境省に申入れることを示唆。 

（空） 

 

 

 

『鳴り砂』2-081 号（通巻 260 号）別冊 

2016 年 3 月 20 日 

発行●みやぎ脱原発・風の会 

〈連絡先〉〒980- 0811 

仙台市青葉区一番町 4－1－3 

仙台市市民活動サポートセンター内 

レターケース No.76 

電話＆FAX 022－356－7092（須田） 

http://miyagi-kazenokai.com/  

 

http://miyagi-kazenokai.com/

